
教員向け 法教育推進セミナー
中学生の部

～ルールづくりの授業を通して～

令和４年８月１８日（木）
渋谷区立笹塚中学校

西﨑 弘人



１．はじめに（自己紹介）

氏 名：西﨑 弘人
出身地：東京都（西東京市）➡神奈川県厚木市➡東京都大田区在住
経 歴：某予備校社員（３年間）

神奈川県平塚市立旭陵中学校（非常勤講師 １年間）
神奈川県中郡大磯町立国府中学校（臨時的任用教員 １年間）
目黒区立第四中学校（３年間）
目黒区立大鳥中学校（６年間）
渋谷区立笹塚中学校（現在２年目）

部活動：ソフトテニス部顧問
研究歴：東京都中学校社会科研究会 公民専門部会

令和３年度 全国中学校社会科研究会 公民分科会 授業者



２．授業の概要❶（学習指導案より）

■社会科の目標である「国家及び社会の形成者に必要な公民としての
資質・能力の基礎」を育む。
➡対立と合意、効率と公正といった社会科の見方・考え方を習得して
いくことは、よりよい公民としての資質・能力の基礎となる。

■ルールづくりを実際に行わせることにより、対立から合意に至る過程を
体験させるとともに、ルールの意義について理解させる。
➡世の中はさまざまな立場の人たちで成り立っていることや、すべて
の要望をすべて実現することは困難であること、ルールがあることに
よって平和で安全な社会が実現できていることを理解させるための
工夫。

■第３～４時のロールプレイング及び発表では、法律の実務家を招いて、
より専門的な観点から単元の内容への理解を深めることを目標とする。



２．授業の概要❷（学習指導案より）

時程 学習内容 評価計画

第１時
【対立と合意・効率と公正】
・防災倉庫の設置場所についての話し合いを通じ、対立から合意に至る過程で大切
な視点である、効率・公正といった見方・考え方を学ぶ。

第２時
【摸擬町内会を実施しよう①】
・法務省作成のルールづくりに関するDVDを視聴する。
・自らの立場を決め、より良い公園のルールづくりを行う（個人作業）。

主体的に学習に
取り組む態度

第３時
（本時）

【摸擬町内会を実施しよう②】
・法律の実務家を交えたかたちのロールプレイング形式で、より良い公園のルール
づくりを行う（グループワーク）。

・作成したルール案を、プレゼンテーションソフトにまとめる。

主体的に学習に
取り組む態度

第４時
（本時）

【摸擬町内会を実施しよう③】
・各班が作成したルール案を発表し合い、質疑応答を行う。
・各班が作成したルール案や、話し合いの内容を法律の実務家を交えてふり返る。

主体的に学習に
取り組む態度

第５時
【学習のふり返り】
・発表内容をふり返る。
・レポートを記入する。

知識・技能
思考・判断・表現



２．授業の概要❸

第３時（ロールプレイング）
・与えられた条件下・役割の中でのルール
の作成

・より良い公園の使いみちを考える
第４時（ワークショップ）
・作成したルールの発表
・専門家からのフィードバック（ふり返り）

第３時（ロールプレイング）

第４時（発表・ワークショップ）



２．授業の概要❹

第３時（ロールプレイング）第３時（ロールプレイング）
時間 学習内容 ・学習活動
①導入 ＜模擬町内会への見通しをもつ＞

②展開

＜摸擬町内会を行う＞
・第２時で作成した個人案をもとに、ロールプレイング形式で
ルール作りを行う。

・作成したルール案は、なぜそのようなルールにしたのかも
説明できるようにする。

・ルール案の決定方法を考える。
③まとめ ＜本時のまとめと次回の流れについて説明する＞



２．授業の概要❺

第４時（発表・ワークショップ）
時間 学習内容 ・学習活動
①導入 ＜発表会への見通しをもつ＞

②展開

＜発表会を行う＞
・第３時に作成したルール案や決定方法を、各班３分程度で
発表し、質疑応答を行う。

＜話し合いのふり返りを行う＞
・作成したルール案や、話し合いの内容、ルールの決定の方法
について、法律の実務家からの講評をもらう。

③まとめ ＜本単元で学んだことをワークシートに記入する＞



３．実際の授業の内容❶（設定）

① 公園自体はテニスコート２面程度であり、表面は芝生でおおわれて
いる。

② 遊具は特になく、ベンチが４つほどと水飲み場が設置されている。
③ 防球ネットのようなものはない
④ 立て看板に書いてある、＜今から20年前に作られた公園利用ルール＞
● 花火やたき火など、火器を使用しないこと。
● イヌなどのペットは放たないこと。
● 深夜に騒いだり、周囲の住民の迷惑となることはしないこと。

⑤ 地区内には、他に球技を行うことができる公園等の公共施設は存在
しない。

⑥ 公園の周囲には、一戸建てやマンションなど住宅のほか、区の施設や
商店などが立地している。



３．実際の授業の内容❷（公園図）



３．実際の授業の内容❸（ロールプレイング）

話し合いの
参加者 プロフィール

原宿さん 70代男性。公園近くのコンビニエンスストアのオーナー。

鉢山さん 30代女性。０歳４か月の子がいる母親で、自身は現在育休中。

代々木さん
10代女性。区立の中学校に通う中学生。女子サッカーのクラブ
チームに参加しており、公園でもサッカーをしている。

上原さん ２０代男性。３年前に関西から上京した公園近くに住む大学生。
公園では読書、ギター、飲酒などをしたい。

広尾さん 40代男性。渋山区教育委員会の施設課勤務。

法律の実務家 渋山区から派遣され、今回の話し合いに法律の実務家というかたちで
参加している。



４．実際の授業の内容❹（生徒がつくった法律案）

実際の授業の様子をご覧ください。



４．実際の授業の内容❹
（生徒がつくったルール案①）

① 使う目的によって場所を区切る。その場にあった使い方を
するように。

※ボールスペースでのバッティング、硬式ボールの使用は禁止。
（軟式は使用を許可する）

② 火、木、日曜日は午後11時まで飲食スペースでアルコールも
ありとする。しかし滞在時間は2時間とする。
（コロナ禍のため）

＜ボールスペース＞＜遊具スペース＞
＜飲食スペース＞＜植物鑑賞スペース＞



４．実際の授業の内容❹
（生徒がつくったルール①）

③ 他人への迷惑行為などがあった場合にも⑤を適用することとする
【ルールに反している行為や、法に触れる行為。暴力的行為や
卑猥な言動などが挙げられる。】

④ 個人のごみはしっかり持ち帰ること。公園をきれいに使ってくだ
さい。

⑤ 以上のルールに従わない場合2000円以上5000円以下の罰金
または出禁とする。
※私服でALSOK(あるそっく)が見回っております。指摘
されたら素直に従ってください。従わない場合は⑤を適用
することとする。



４．実際の授業の内容❹
（生徒がつくったルール案②）

① ボール遊び等は公園中央の決められたエリア内(防球
ネット内)でのみ行うことが出来る。

② 夜間帯(21時から5時)、公園利用者は近隣の住民に
迷惑が掛からないよう静かにすること。

③ ４人以上での飲酒を禁止する。
④ 長時間（２時間以上）のベンチの使用を控えるように
する。

⑤ 思いやりを持って公園を使用しましょう。



４．実際の授業の内容❺
（ルールづくりを通して・作成されたルールから
見えたもの）

■手続きの公正さ
■公園をエリアに分け、どの立場でも利用しやすくする等の配慮
…どんな立場でも受け入れられるルール（機会・結果の公正さ）
■希望者の多い時間帯に、球技を可能にする等の配慮
…限られた資源（公園）を無駄なく効率よく使用する意識
■文言の曖昧性について
例１）迷惑になる行為はお控えください。
例２）大勢で騒がないでください。
例３）お酒は適量に
…どこまで細かく規定するかについて、多くの質疑が出されました。



４．実際の授業の内容❹（生徒がつくった法律案）















４．実際の授業の内容❻
（作成したルールに対する教師側のふり返り）

① 「ルールなんていらない…」？
…放っておいたらさまざまな対立が生じてしまう

② 細かくエリアを分ける方法（防球ネット）
…公正さには配慮できるが、効率さや、コストの問題
➡税金の役割につながる部分

③ ルールはおおざっぱ過ぎず、細かすぎず…
…罰則のあるルールに関してはより細かく、明確にしな
ければ運用が難しい

④ そもそもルールに罰則は含めることができる？
➡法律や条例との関わり



４．実際の授業の内容❼
（ルールの決め方について）

A：全会一致…最も公正だが現実的に難しい
B：多数決 …効率を重視 多数の意見が反映されるが、

少数意見がないがしろにされる可能性
C：代表者 …公正と効率のバランスを取った考え方
D：第三者 …効率さを重視した決定方法だが、公正

から大きく離れる場合も

➡A～Cを選択する班が多く見られました。いずれの
場合も長所・短所があるというまとめを行いました。



５．授業の工夫について

いかに対立を
起こせるか

いかに
「教えない」
で学ばせるか

いかに今後に
つなげるか

設定の工夫
…身近な公園・役割について

活動型授業
…あえて教えず、気づかせる

役所の施設課役
税金・条例など



６．生徒アンケートから❶（授業の理解度・満足度）

質問内容 数値

■今回の単元の学習を通じ、私たちの生活の中で「きまりがどの
ような役割を果たしているのか」を理解できましたか。
（１：まったく理解できなかった～ ４：とても理解できた）

3.67

■今回のような「生徒主体の活動型授業」についてどう思い
ますか。
（１：二度とやりたくない～ ４：ぜひまたやりたい）

3.75

■今回のような、「専門家を招いた授業形式
（ワークショップ）」についてどう思いますか。
（１：二度とやりたくない～ ４：ぜひまたやりたい）

3.78



６．生徒アンケートから❷（授業の感想）

■班で話し合いをしたときに、誰かの要望をかなえるためには誰かが我慢しな
ければならないことが多くあって、そのたびにお互いが絶対に譲らなかったら
どれだけ話しあっても決まらなくなってしまうので、どこかで自分が妥協点を
見つけられるように意識して過ごしたいと思いました。

■ルールは大切だと改めて思いました。自分や自分以外も利用する場所や物に
対してしっかりと決まり・ルールを作り、みんなで守ることが大切だし、
ルールを守って遊ぶことによって、公園以外の場所でもその場所のルールは
守ろうという気持ちにも変化するし、良い力がつくと思った。

■様々な意見も出て対立することがあり、それをどのように解決するか考え
ながら話し合うのは難しかったけれど、公正・平等を考えて最終的にい良い
ルールができたと思った。またルールはみんなが気持ちよく暮らすためのもの
ということも、改めて考えることができた。



７．今後の課題

■設定のさらなる工夫
…対立を起きやすくするための設定づくり
➡対立がより起きる設定であればあるほど、生徒は
ルールの必要性に気付くはず。

■専門家がいない場合の授業展開
…法務省作成の動画の活用（後半部分を後で見せる）
…生徒の発表内容、質疑応答の内容を踏まえて、
どのように授業者がふり返りを行っていくのか
➡活動あって学びなし、とならないように。



８．おわりに

■ルールの意義を、ルールの作成を通じて考えさせる
ことは、対立と合意、効率と公正といった重要な
見方・考え方を学ばせるために非常に有効である。

■生徒にとっては、ルールを守る側ではなく、ルールを
作る側に立ってみて気づいたことも多かった。

■法務省の教材（DVD）の視聴や、専門家が入ることで、
生徒の活動をより具体的にまとめることができた。生徒
にとっても、専門家から聞くアドバイスや講評に対し、
現実味をもって受け止めていた。



  



  

 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 


